
         

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙【男女共同参画シンボルマーク】について 

 男女共同参画社会基本法制定 10 周年を迎える平成 21 年に、内閣府男女共同参画局が

公募により決定したシンボルマークは、男女が手を取りあっている様子をモチーフにし、

互いに尊重しあい、共に歩んでいけたらという願いをこめデザインされました。12 年の時

を経て、男女共同参画の取組をさらに加速するよう、令和 3 年にシンボルマークがリニュ

ーアルされました。 



 

近年、人口減少や少子高齢化の急速な進展、長引く新型コロナウイルス感染症

の影響など、男女共同参画を取り巻く状況は大きく変化しています。 

 

一方で、人々の意識の中に長い時間をかけて形成された固定的な性別役割 

分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）など、男女共同参画

社会の実現に向けた課題も根強く存在しています。 

 

県では、こうした社会情勢の変化や課題に対応するため、令和３年度から  

スタートした「第５次千葉県男女共同参画計画」に基づき、市町村や民間団体等

との連携・協力の下、ワーク・ライフ・バランスの普及促進、子育て・介護への

支援、ＤＶ・児童虐待対策、男女共同参画への理解と意識づくりに向けた広報 

啓発など、様々な施策を総合的かつ計画的に推進しているところです。 

こうした取組を今後も着実に推進し、男女共同参画社会を実現していくためには、

男女共同参画に関する様々な状況を統計データ等により分かりやすく「見える化」

するとともに、行政が取り組む施策について広く県民の皆様に周知していく 

ことが重要です。 

 

そこで、本県における男女共同参画を取り巻く最新の統計データと令和  

３年度における男女共同参画施策の推進状況を白書として取りまとめました。 

 

また、「第５次千葉県男女共同参画計画」では、計画に位置付けた３１の指標

を毎年度、把握・分析するとともに、事業の実施状況等を踏まえ、必要な改善を

次の事業に反映させる新たな評価制度を導入したところであり、本白書には、 

令和４年度に実施した評価結果も掲載しました。 

 

本白書が、皆様にとって、本県における男女共同参画の状況や施策等に対する

理解と関心を深めるとともに、家庭や地域、職場、学校など身近なところから 

取組を進めていただくための一助となれば幸いです。 

 

令和５年１月 

千葉県総合企画部長  高橋 俊之 
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第１部 本県における男女共同参画の現状について、グラフや表を 

用いて解説しています。 

第２部 令和３年度に実施した本県の男女共同参画施策と、第５次         

千葉県男女共同参画計画の外部評価の結果について、取り  

まとめています。 

第３部 本県の男女共同参画センターの事業について掲載しています。 
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅰ　人口

１　千葉県における人口の推移

図表1　人口の推移（千葉県）

資料出典：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

　千葉県の人口は60年で約2.7倍に増加しました。しかし近年は、増加の幅が小さく

なっています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅰ　人口

２　人口の構成

図表２　人口ピラミッド（千葉県）

(人）

資料出典：千葉県統計課「千葉県年齢別・町丁字別人口」（令和4年4月1日現在）

　年少人口、生産年齢人口では男女の構成比の差は見られませんが、老年人口では年

齢階級が上がるにつれ女性の比率が増えています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅰ　人口

図表３　年齢３区分別人口の推移(千葉県)

※割合は、平成27年までは分母から年齢不詳の数を除いて算出し、令和2年からは不詳補完値を用いている。

資料出典：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

図表４　高齢化率*の推移（千葉県・全国）

*　総人口に占める65歳以上人口の割合 ※　年齢不詳を除く

資料出典：総務省「国勢調査」(各年10月1日現在)

図表５　65歳以上人口の年齢階級別男女の割合（千葉県）

※年齢別人口は不詳補完値、割合は千葉県が算出。

資料出典：総務省「国勢調査」（令和2年10月1日現在）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

１　男女共同参画全般について

（１）男女の平等意識

図表６　男女の平等意識（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　令和元年11月に実施した「男女共同参画の実現に向けての県民意識調査（以下「県

民意識調査」という。）」において、男女平等意識について聞いたところ、 「（ア）

社会全体で」は、『男性優遇（計）』が 71.8％、「平等」が 13.6％、『女性優遇

（計）』が 5.8％となっています。性別で見ると、『男性優遇（計）』は、女性が男性

よりも 9.3 ポイント高くなっています。

　各分野別に見ると、『男性優遇（計）』は、「（キ）社会通念・慣習で(風潮・しき

たり等)」が 76.6％と最も高く、次いで「（オ）政治の場で」が76.2％、「（ア）社会

全体で」が 71.8％となっており、「平等」は、「（エ）学校教育の場で」が 51.5％で

最も高く、『女性優遇（計）』は、どの分野でも10.0％未満となっています。

Ⅱ 意識
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男性が非常に優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等 どちらかといえば女性が優遇されている

女性が非常に優遇されている わからない 無回答
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

図表７　男女の平等意識（千葉県・全国）　

資料出典：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年9月）

　　　　　千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

図表８　男女の平等意識の推移（千葉県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　　　　　千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（平成26年10月）

   社会全体における男女平等意識を前回調査（平成26年）と比較すると、大きな差異は

みられません。

　県民意識調査と全国調査の社会全体における男女平等意識を比較すると、大きな差

異は見られません。また、全体の「平等」は、千葉県が全国よりも7.6 ポイント低いで

す。
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（２）言葉の認知度

図表９　言葉の認知度（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、言葉の認知度について聞いたところ、「ＤＶ」が85.4%と最

も高く、次いで「男女雇用機会均等法」が83.5％、「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」が80.7％となっています。
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２　男女の役割分担

図表10　「男は仕事，女は家庭」の考え方の推移（全国）

資料出典：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年9月）

　　　　　※平成26年8月のみ内閣府「女性の活躍推進に関する世論調査」

図表11　「男は仕事、女は家庭」の考え方（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　令和元年度の内閣府調査によると、｢男は仕事、女は家庭｣という固定的な性別役割

分担意識について、『そう思わない（計）』が『そう思う（計）』を上回っていま

す。

　県民意識調査において、「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識

について聞いたところ、「賛成」が9.3％、「反対」が41.4％と、「反対」が「賛成」

を大きく上回っています。

　性別でみると、「賛成」は男性が女性よりも5.2ポイント高くなっています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

図表12　家事等の役割分担（千葉県）　

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、家事等の役割分担の現実について聞いたところ、「主に夫

が行う」は、「（エ）役所等への用事・書類の作成」が35.6％で最も高くなっていま

す。

　「主に妻が行う」は、「（ア）食事の支度・あとかたづけ」が77.0％で最も高く、

次いで「（イ）掃除・洗濯」が76.6％、「（オ）乳児・幼児の世話（現在、または過

去に）」が75.4％となっています。

　「夫婦とも同じくらい行う」は、「（ウ）食料品・日用品等の買物」が29.2％で最

も高く、次いで「（エ）役所等への用事・書類の作成」が25.4％、「（キ）子どもの

送迎、勉強や遊びの世話」が23.9％となっています。
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子供や介護の必要な高齢者はいない 無回答
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図表13　家事関連時間（千葉県）

資料出典：総務省「社会生活基本調査」

　家事関連時間*は、女性が男性の3倍以上と、多くなっています。また、近年、男性

の家事関連時間に増加傾向が見られます。

*ここでいう「家事関連時間」は、10歳以上の人が「家事」、「育児」、「買い物」、

「介護・看護」を行っている時間（週全体平均）を指す。
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３　子どもの教育における男女平等の意識

図表14　子どもの教育における男女平等の意識(千葉県)　

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、子どもの教育における男女平等の意識について聞いたとこ

ろ、「（ア）男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく育てる方がよい」につい

ては、『そう思う（計）』が55.8％となっています。

　「（イ）性別にとらわれず、男の子も女の子も炊事・掃除・洗濯など生活に必要な

技術を身につけることが必要である」については、『そう思う（計）』が90.4％と

なっています。

　「（ウ）理系は、男性の方が向いている」については、『そう思わない（計）』が

59.4％となっています。
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『そう思わない（計）』【5.1】

『そう思う（計）』【90.4】

『そう思わない（計）』【59.4】『そう思う（計）』【23.2】

無し

ｎ

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない 無回答
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

４　結婚についての考え方

図表15　結婚についての考え方（千葉県）　

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、結婚についての考えを聞いたところ、「（ア）女性も男性

も結婚した方がよい」について、『そう思う（計）』が69.2％となっています。一

方、「（イ）結婚する、しないは、個人の自由である」について、『そう思う

（計）』が85.8％となっています。

　また、「（オ）結婚したら子供を持つ方がよい」について、『そう思う（計）』は

67.7％、「（カ）子どもを産み育てるのに、戸籍の上で結婚しているかは関係ない」

については、『そう思わない（計）』が60.4％となっています。

　性別で見ると、「（ア）女性も男性も結婚した方がよい」について、『そう思う

（計）』は、男性が女性より13.7ポイント高くなっています。また、「（オ）結婚し

たら子供を持つ方がよい」について、『そう思う（計）』は、男性が女性より16.8ポ

イント高くなっています。「（ク）結婚した以上離婚すべきではない」について、

『そう思わない（計）』は、女性が14.0ポイント高くなっています。
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（ア）女性も男性も

結婚した方が

よい

（イ）結婚する、

しないは、個人

の自由である

（ウ）結婚は個人

の自由を束縛

するものだから、

一生結婚しない

方がよい

（エ）結婚と性的

関係は別である

（オ）結婚したら

子どもを持つ

方がよい

（カ）子どもを産み

育てるのに、

戸籍の上で

結婚しているか

どうかは関係ない

（キ）夫婦が別姓を

名乗るのを

認めた方がよい

（ク）結婚をした

以上離婚

すべきではない

1.2

n

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない どちらともいえない 無回答
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

図表16　非婚化について（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

県民意識調査において、非婚化する理由を聞いたところ、「結婚の必要性を感じない

人が増えたから」が65.9％で最も高く、次いで「収入が不安定で、結婚後の生活が不

安だから」が56.0％、「自由や気楽さを失いたくないという人が増えたから」が51.2％

となっています。

　性別でみると、「結婚すると家事・育児・介護（以下、「家事等」という。）の家

庭責任を担わないといけないから」は女性が男性よりも7.0ポイント高くなっていま

す。一方、「収入が不安定で、結婚後の生活が不安だから」は男性が女性よりも4.4ポ

イント高くなっています。
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収入が不安定で、結婚後の生活が不安だから

自由や気楽さを失いたくないという人が増えたから

結婚すると家事等の家庭責任を担わないといけないから

結婚後も女性が働き続けられる環境が整っていないから

異性とうまくコミュニケーションをとることが

できない人が増えたから

結婚相手に対する理想が高すぎるから

若い人達が異性と出会えるような機会が少ないから

親や世間が結婚することを強く勧めなくなったから

その他

無回答

（％）
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男性（ｎ=343）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

１　議会に占める女性の割合

（１）　都道府県議会の女性議員（全国・千葉県）

図表17　全国都道府県議会における女性議員割合の推移

資料出典：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（各年12月末現在）　　

図表18　千葉県議会における女性議員割合の推移

資料出典：千葉県選挙管理委員会

　全国の都道府県議会の女性議員比率は、約１割程度の水準にあります。

　千葉県は、前回より4.3ポイント増加し13.8%となり、全国平均を2.0ポイント上回って

います。
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2,898 
2,888 2,859 2,827 2,849 2,815 2,790 2,758 2,773 2,744 2,708 2,681 2,725 2,677 2,648 2,613 2,675 2,657 

2,614 2,609 
2,668 2,643 2,598 

158 159 163 165 197 194 200 200 223 225 220 217 233 232 233 233 261 263 264 262 303 303 306 

5.5% 5.5% 5.7% 5.8%
6.9% 6.9% 7.2%

7.3%
8.0% 8.2% 8.1% 8.1%

8.6% 8.7% 8.8% 8.9%
9.8% 9.9% 10.1%

10.0% 11.4% 11.5% 11.8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（人）

総数 （人） うち女性 （人） 女性の割合 （％）

62 63 64
70 70

79 79 79
85

92
97 98 98

95 93
95 94

0 0 0 1 0 3 3 4 6 3 5
9 8 7 7 9

13
1.4%

3.8% 3.8%
5.1%

7.1%

3.3%

5.2%

9.2%
8.2%

7.4% 7.5%

9.5%

13.8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

（人）

総数（人） うち女性（人） 女性の割合 （％）

13



千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

（２）市議会の女性議員（全国・千葉県）

図表19　全国市議会における女性議員割合の推移

資料出典：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（各年12月末現在）

図表20　千葉県の市議会における女性議員割合の推移

資料出典：千葉県市町村課「市町村資料集」（各年12月末現在）　

　全国の市議会における女性議員比率は、年々向上してきていますが、依然２割を下回る

水準にあります。

　千葉県においては、前年より0.2ポイント増加し19.8%となり、全国平均を3.0ポイント

上回っています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

（３）町村議会の女性議員（全国・千葉県）

図表21　全国町村議会における女性議員割合の推移

資料出典：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（各年12月末現在）　　

図表22　千葉県の町村議会における女性議員割合の推移

資料出典：千葉県市町村課「市町村資料集」（各年12月末現在）

　全国の町村議会における女性議員比率は、年々向上してきていますが、約１割となって

おり、市議会と比べて低い水準にあります。

　千葉県においては、前年より0.1ポイント増加し13.8%となり、全国平均を2.1ポイント

上回っています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

２　審議会等に占める女性の割合

図表23　国・千葉県・千葉県内市町村の審議会等における女性委員割合の推移

資料出典：内閣府「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」

　　　　　内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

※国は平成20年～令和3年は9月末時点、令和4年は3月末時点。千葉県及び千葉県内市町村については、各年4月1日時点

※都道府県は、目標の対象である審議会等委員に対する女性登用の割合

　市町村は、法律、政令及び条例により設置された審議会等委員に対する女性登用の割合を表示

　千葉県では、政策・方針決定の場へ女性の参画を進めるため、県の審議会等への

女性委員割合の目標を40％として取り組んでいますが、目標を下回る水準で推移して

おり、全国平均と比べて低い状況です。

　令和4年4月1日現在の県の審議会等への女性委員の登用率は、31.6％（令和3年は

30.5％）であり、また、県内市町村の女性委員の登用率は、28.4％（令和3年は28.0％）

となっています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

図表24　政策や企画、方針決定に関わる女性の割合が少ない理由（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」(令和元年11月)

　県民意識調査において、政策や企画、方針決定に関わる女性の割合が少ない理由を聞い

たところ、「社会的慣習により、男性優位に組織が運営されているから」が74.3％で最も

高く、次いで「育児・介護休業制度の充実や長時間労働の是正など両立のための環境整備

が不十分だから」が53.7％、「女性の参画を積極的に進めていこうと意識している人が少

ないから」が49.5％となっています。

　性別でみると、「性別役割分担や性差別の意識があるから」は女性が男性よりも14.6 ポ

イント高く、「家庭の支援・協力が得られないから」も女性が9.5 ポイント、「クオータ

制度導入の遅れや、議員の育児休業の取得に対する社会の理解が得られていないから」も

女性が5.5 ポイント高くなっています。一方、「女性自身があらゆる分野に参画すること

に対して積極的でないから」は男性が女性よりも6.3 ポイント高く、「女性の参画を積極

的に進めていこうと意識している人が少ないから」も男性が6.2 ポイント高くなっていま

す。
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3.5

2.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

社会的慣習により、男性優位に組織が

運営されているから

育児・介護休業制度の充実や長時間労働の是

正など両立のための環境整備が不十分だから

女性の参画を積極的に進めていこうと意識してい

る人が少ないから

性別役割分担や性差別の意識があるから

女性の就業や社会参加を支援する施設や

サービスが十分でないから

家庭の支援・協力が得られないから

女性自身があらゆる分野に参画することに

対して積極的でないから

ワーク・ライフ・バランスに配慮した組織運営がな

されていないから

女性の能力開発に必要な経験や機会が十分で

ないから

クオータ制度導入の遅れや、議員の育児休業の

取得に対する社会の理解が得られていないから

その他

無回答

全体(n=756)

女性(n=401)

男性(n=343)

（％）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

３　管理職等への女性の登用

（１）県職員における女性管理職の状況

（ア）千葉県の女性職員の職種別比率

図表25　職種別県職員数（千葉県） （単位：人、％）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

63,240 64,025 64,225 63,998 59,554 59,664 59,293 59,058 58,921 58,895
女性 26,141 26,787 25,956 27,006 24,537 24,650 24,832 24,916 25,164 25,357
比率 41.3 41.8 40.4 42.2 41.2 41.3 41.9 42.2 42.7 43.1

11,031 10,969 11,060 11,027 10,839 11,135 11,296 11,399 11,659 11,814
女性 3,867 3,863 3,916 3,915 3,809 3,947 4,019 4,063 4,198 4,268
比率 35.1 35.2 35.4 35.5 35.1 35.4 35.6 35.6 36.0 36.1

11,607 11,692 11,703 11,664 11,764 11,763 11,335 11,181 10,960 10,859
女性 909 962 0 1,056 1,098 1,094 1,196 1,230 1,289 1,294
比率 7.8 8.2 0.0 9.1 9.3 9.3 10.6 11.0 11.8 11.9

37,122 37,872 38,013 37,883 33,612 33,396 33,261 33,044 32,772 32,737
女性 19,072 19,642 19,783 19,803 17,476 17,435 17,409 17,382 17,356 17,504
比率 51.4 51.9 52.0 52.3 52.0 52.2 52.3 52.6 53.0 53.5

423 416 415 418 421 419 404 393 393 384
女性 89 98 101 104 109 106 113 114 112 114
比率 21.0 23.6 24.3 24.9 25.9 0.0 28.0 29.0 28.5 29.7

2,845 2,859 2,817 2,795 2,706 2,723 2,756 2,791 2,860 2,823
女性 2,102 2,120 2,052 2,032 1,940 1,960 1,987 2,018 2,087 2,050
比率 73.9 74.2 72.8 72.7 71.7 72.0 72.1 72.3 73.0 72.6

71 70 69 69 66 65 68 63 61 62
女性 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
比率 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6

141 147 148 142 146 163 173 187 216 216
女性 101 101 103 95 104 107 107 108 121 126
比率 71.6 68.7 69.6 66.9 71.2 65.6 61.8 57.8 56.0 58.3

資料出典：千葉県人事委員会（各年4月1日現在）

（イ）女性職員の管理職への登用

図表26　千葉県職員における女性職員の管理職への登用率の推移

資料出典： 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（各年4月1日現在）

福祉職

※県職員数（公営企業職員並びに市町村立学校職員給与負担法〔昭和23年法律第135号〕第１条及び第２条に規定する職員を含む）

※課長及び課長相当職以上の職員を対象とする。

※令和元年度の数値は、下記内閣府の資料と異なっているが、本白書の数値が最終結果となる。

　令和4年4月1日現在の県職員数のうち女性職員は約4割です。

　職種別にみると女性の割合が大きいものは、医療職、福祉職、教育職です。

総　数

公安職

教育職

研究職

医療職

海事職

　千葉県職員における女性職員の管理職への登用率については、令和3年度より0.1ポイン

ト増加し、7.8％となっています。

区　分

行政職

1,584 1,630 

1,450 

1,211 1,064 

974 
900 

1,112 

857 869 
850 809 811 801 

720 728 727 

88 86 77 74 70 72 57 69 56 45 48 51 51 56 55 56 57

5.6% 5.3% 5.3%

6.1% 6.6%

7.4%
6.3%

6.2%

6.5%
5.2% 5.6%

6.3% 6.3%
7.0%

7.6% 7.7% 7.8%

0%
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4%

6%

8%

10%

0

200

400

600

800
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1,200

1,400
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平成18

年
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年
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（人）

全体の管理職職員数（人） 女性の管理職職員数（人） 比率（％）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

（２）市町村職員における女性管理職の状況

図表27　市町村職員における女性職員の管理職への登用率の推移（千葉県・全国）

※課長及び課長相当職以上の職員を対象とする。

資料出典：  内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（各年4月1日現在）

　市町村職員における女性職員の管理職への登用率については増加傾向にあり、千葉県は

令和4年4月1日現在13.0％となっています。

4,606
4,847 4,813 4,726

4,208 4,228
4,066 4,042

3,943

3,964 3,888 3,876

295 338 419
455 381 452 420 434 436 468 474 503

6.4% 7.0%

8.7%

9.6%
9.1%

10.7% 10.3% 10.7% 11.1%
11.8% 12.2%

13.0%

0%
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0

2,000

4,000

6,000

平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 2年 3年 4年

（人）

市町村職員における女性職員の管理職への登用率の推移（千葉県）

全体の管理職職員数（人） 女性の管理職職員数（人） 比率（％）

118,691 117,963
122,497 121,966

108,510 108,200 107,518 106,799 106,292 107,206
107,082

108,167

12,337
13,002 14,957 15,958 13,647

14,616
15,208 15,710

16,262 16,975
17,663

18,462
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

（３）学校職員における女性管理職の状況

図表28　本務教員に占める女性教員の割合（千葉県・全国）

資料出典：文部科学省「学校基本調査」（令和3年度）

　本県における令和3年度の公立学校の女性の管理職（校長・副校長・教頭）割合を全国

と比較すると、小学校の校長及び副校長・教頭並びに特別支援学校の校長を除いて低い状

況です。

23.9%

8.0%

4.0%

26.2%

31.8%

13.8%
10.6%

31.2%
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42.8%
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

（ア）女性役員、役職者の状況

図表29　産業別男女別役員数の推移　（千葉県） （単位：人，％）

女性 男性 合計 女性割合 女性 男性 合計 女性割合

28,478 105,098 133,576 21.3% 31,115 113,579 144,694 21.5%

383 1,187 1,570 24.4% 424 1,365 1,789 23.7%

16 74 90 17.8% 26 79 105 24.8%

16 99 115 13.9% 11 71 82 13.4%

5,008 22,400 27,408 18.3% 5,319 24,931 30,250 17.6%

2,740 14,438 17,178 16.0% 2,584 13,742 16,326 15.8%

22 170 192 11.5% 36 218 254 14.2%

752 5,933 6,685 11.2% 1,004 7,174 8,178 12.3%

880 4,610 5,490 16.0% 985 5,556 6,541 15.1%

6,309 20,658 26,967 23.4% 6,147 20,219 26,366 23.3%

379 2,346 2,725 13.9% 483 2,539 3,022 16.0%

3,376 7,024 10,400 32.5% 3,834 7,765 11,599 33.1%

1,539 7,506 9,045 17.0% 1,735 8,478 10,213 17.0%

1,184 2,671 3,855 30.7% 1,215 2,800 4,015 30.3%

1,215 2,540 3,755 32.4% 1,539 2,972 4,511 34.1%

547 1,280 1,827 29.9% 819 1,707 2,526 32.4%

2,038 3,236 5,274 38.6% 2,636 4,169 6,805 38.7%

3 169 172 1.7% 8 183 191 4.2%

1,727 7,767 9,494 18.2% 1,955 8,782 10,737 18.2%

- - - - - - - -

344 990 1,334 25.8% 355 829 1,184 30.0%

資料出典：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

（イ）事業所当たりの女性管理職の割合

図表30　一事業所当たりの女性管理職の割合（千葉県）

資料出典：千葉県雇用労働課：「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（令和4年1月）

※表中の「－」は該当数字がないものを示す。

※ここでいう「役員」とは、会社の社長・取締役・監査役、団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役員を指す。

（４）企業団体等における女性管理職の状況

漁業    

鉱業，採石業，砂利採取業    

公務（他に分類されるものを除く）

平成27年

総数

農業，林業    

区分

建設業    

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業   

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

学術研究，専門・技術サービス業    

宿泊業，飲食サービス業

分類不能の産業    

令和2年

　令和2年の「国勢調査」(総務省)によると、千葉県における女性の役員割合は、平成27

年に比べて増加し、21.5％となっています。しかし、分野によって差が見られます。

35.6%

4.7%

7.4%

6.6%

3.8%

1.1%

37.8%

3.0%

20％以上

15％～20％未満
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2％未満

いない

無回答
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

（５）農業委員における女性委員の状況

図表31　女性農業委員数の推移（千葉県）

資料出典：千葉県農地・農村振興課「農業委員会実態調査」（各年10月1日時点）

図表32　農協・漁協における女性役員数の推移（千葉県）

総　数
う ち 女 性

役 員 数
女 性 割 合 総　数

う ち 女 性

役 員 数
女 性 割 合

677 6 0.9% 417 2 0.5%

668 10 1.5% 415 2 0.5%

635 10 1.6% 406 2 0.5%

602 10 1.7% 394 1 0.3%

574 10 1.7% 330 1 0.3%

573 10 1.7% 325 1 0.3%

573 20 3.5% 323 1 0.3%

581 25 4.3% 325 1 0.3%

587 34 5.8% 313 1 0.3%

589 37 6.3% 314 1 0.3%

590 39 6.6% 300 1 0.3%

563 38 6.7% 294 1 0.3%

566 43 7.6% 278 1 0.4%

537 45 8.4% 277 1 0.4%

539 46 8.5% 271 1 0.4%

531 47 8.9% 240 1 0.4%

 資料出典：千葉県団体指導課（令和4年4月）

（６）自治会における女性会長の状況

資料出典： 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（各年4月1日現在）

（単位：人，％）

農協役員数 漁協役員数

平成21年度

平成22年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

図表33　自治会長に占める女性の割合（千葉県・全国）

事業年度
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

（７）ＰＴＡ会長における女性会長の割合

図表34　ＰＴＡ会長における女性会長の割合（小・中学校 ・ 千葉県）

資料出典：千葉県ＰＴＡ連絡協議会（各年5月1日現在）

（８）警察における女性警察官の割合

図表35　警察における女性警察官の割合(千葉県)

資料出典：千葉県警察本部（各年4月1日現在）

※千葉県ＰＴＡ連絡協議会に加入する県内小・中学校が対象。

948 1,000 1,029 
1,094 1,134 1,171 1,206 

1,280 1,284 

8.2 8.6 8.8 9.3 9.7 
10.4 10.7 

11.6 11.6 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年

女性警察官数 全警察官に占める女性警察官の割合

（人） （％）

18.2%

19.2%

19.6%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

令和2年度 令和3年度 令和4年度

23



千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

１　労働力率　

（１）男女別有業率・労働力率の推移

図表36　年齢階級別、男女別有業率及び就業希望率（千葉県）

資料出典：総務省「平成29年就業構造基本調査」（平成29年10月1日現在）

図表37　年齢５歳階級別労働力率*の推移（千葉県・女性）

資料出典：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

　女性は30代で有業率が下がり、いわゆる「Ｍ字カーブ*」を描いています。一方、女性

の就業希望率は30歳代から40歳代前半で高くなっています。

　男性の有業率は20歳代後半から50歳代までほぼ変わりません。

* 日本の女性労働力人口比率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代

後半と40歳代後半が山になり、アルファベットのMのような形になる。

＊15歳以上人口に占める労働力人口の割合（分母から労働力状態「不詳」の数を除いて算出している。）

※労働力人口：15歳以上の就業者(休業者も含む。）と完全失業者（調査期間中、収入を伴う仕事を少しもしなかった者の

うち、仕事に就くことが可能であって、仕事を探す活動をしていた者）の合計
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表38　男女別労働力率の推移（千葉県）

資料出典：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

（２）雇用者数の推移

図表39　男女別雇用者数の推移及び雇用者総数に占める女性の割合（千葉県）

資料出典：総務省「就業構造基本調査」（各年10月1日現在）

　女性の雇用者数は、年々増加しています。

　また、雇用者総数に占める女性の割合も、年々増加しています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（３）非正規の職員・従業員の割合の推移

図表40　役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合の推移（千葉県）

資料出典：総務省「就業構造基本調査」（各年10月1日現在）

（４）共働き世帯数

図表41　共働き等世帯数の推移（全国）

資料出典：総務省「労働力調査」（各年平均）

　平成９年以降、共働き世帯数は夫のみ就業世帯数を上回り、その後も徐々に増加してい

ます。

　パートやアルバイトなどの非正規の職員・従業員の割合をみると、総数・男性はともに

増加傾向にありますが、女性は平成19年をピークに緩やかに下降しており、平成24年と

比べて1.6ポイント減少しています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

２　労働者の状況

（１）女性の有業率、無業率

図表42　女性15歳以上人口の就業状況　（千葉県・全国）

資料出典：総務省「就業構造基本調査」（各年10月1日現在）

（２）女性の就業率

図43　女性（25～44歳）の就業率（千葉県）

資料出典：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

＊1 有業者：普段収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日以降もしていくことになっている者、

　　　　　   及び仕事は持っているが、現在は休んでいる者。なお、家族従業者は、収入を得ていなくて

　　　　　　も、普段の状態として仕事をしていれば有業者としている。

＊2 無業者：普段収入を得ることを目的として仕事をしていない者、すなわち、普段全く仕事をしていない

　　　　  　 者及び時々臨時的にしか仕事をしていない者。

　女性の有業率（15歳以上人口に占める有業者の割合）は、平成24年と比べて千葉県、

全国ともに上昇しています。

　また、平成24年は無業率が有業率を若干上回っていましたが、平成29年は全国で有業

率が無業率を上回り、千葉県は有業率と無業率が同率となっています。

　女性（25～44歳）の就業率は、増加傾向となっています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（３）雇用形態別女性雇用者数

図表44　年齢階級別・雇用形態別雇用者数（千葉県　女性）

資料出典：総務省「平成29年就業構造基本調査」（平成29年10月1日現在）

（４）雇用形態別男性雇用者数

図表45　年齢階級別・雇用形態別雇用者数（千葉県　男性）

資料出典：総務省「平成29年就業構造基本調査」（平成29年10月1日現在）

　男性については、50歳代までは正規の職員・従業員が圧倒的に多く、女性との雇用形態

の違いが明らかです。

　女性の雇用形態としては、30歳代の前半までは正規の職員・従業員が多くなっています

が、30歳代後半からは非正規の職員・従業員が正規の職員・従業員を上回っています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（５）女性の従業上の地位

図表46　従業上の地位別･男女別就業者数の推移　（千葉県） （単位：人、％）

女　性 割　合
*1

男　性 割　合
*1

計 女　性 割　合
*1

男　性 割　合
*1

計

47,895 4.1 157,557 9.9 205,452 49,117 4.0 144,227 9.2 193,344

28,478 2.4 105,098 6.6 133,576 31,115 2.5 113,579 7.3 144,694

57,927 4.9 17,152 1.1 75,079 48,150 3.9 13,249 0.8 61,399

1,042,976 88.4 1,312,265 82.4 2,355,241 1,108,625 89.5 1,291,069 82.6 2,399,694

2,521 0.2 374 0.0 2,895 2,237 0.2 367 0.0 2,604

1,179,797 100.0 1,592,446 100.0 2,772,243 1,239,244 100.0 1,562,491 100.0 2,801,735

資料出典：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

３　労働条件

（１）賃金

図表47　男女別労働者の１時間当たり平均所定内給与額格差（千葉県）

資料出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

＊１　割合は千葉県が算出。

＊２　自営業主は「雇人のある業主」と「雇人のない業主」の合計。

＊３　従業上の地位「不詳」を除く。

平成27年 令和2年

就業者計*3

家庭内職者

雇用者

家族従業者

役員

　パートタイム（短時間）労働者を除く女性一般労働者の1時間当たり平均所定内給与額

は、男性一般労働者の81.9％となっており、依然低い状況です。

　また、パートタイム（短時間）労働者間においても男性と比べて、女性の方が低くなっ

ています。

注）令和元年調査までは、医師、教員等の一部の職種に該当する短時間労働者で1時間当

たり所定内給与額が3,000円を超える者を除外して集計していましたが、令和2年調査から

は、短時間労働者の全体像を把握するという観点から、職種や賃金による除外を行わず、

短時間労働者全体を集計対象としています。

※給与の指数は、男性一般労働者の１時間当たり平均所定額を100として、各区分の１時間当たりの平均所定内給与額の水

準を算出したもの。

自営業主*2

　｢国勢調査｣によると、千葉県内の女性の就業者の従業上の地位は男性に比べて自営業

主、役員が少なく、家族従業者、家庭内職者が多くなっています。
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図表48　男女別雇用者の所定内給与額の推移と賃金の男女間格差の推移（千葉県）

平均年齢 平均年齢

37.2 40.2

37.6 40.7

39.1 41.4

39.4 41.9

39.0 41.4

41.0 41.6

39.9 42.1

40.4 42.3

41.1 43.0

41.6 42.8

41.3 43.6

40.7 43.2

41.0 43.8

42.1 43.9

41.9 43.4

42.6 43.8

※賃金の男女間格差は、男性を100とした場合の女性の割合。

資料出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

（２）育児休業制度の状況

図表49　調査対象事業所における育児休業の取得状況（千葉県）

資料出典：千葉県雇用労働課「出産・子育て期における男女労働実態フォロー調査（中間）」（平成20年3月）

　　　　　千葉県雇用労働課「出産・子育て期における男女労働実態フォロー調査（最終）」（平成22年3月）

　　　　　千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成24年3月）

　　　　　千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成26年1月）

　　　　　千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成28年1月）

　　　　　千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成30年1月）

　　　　　千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（令和2年2月）

　　　　　千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（令和4年1月）
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超える取得率が続いていますが、男性は年々増加しているものの、2割程度です。
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図表50　男女別育児休業取得率（全国）

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

81.5% 81.8% 83.2% 82.2% 83.0% 81.6% 85.1%

2.65% 3.16% 5.14% 6.16% 7.48% 12.65% 13.97%

資料出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」

図表51　県職員における男性の育児休業の取得率（千葉県）

資料出典：特定事業主行動計画策定主体（千葉県知事、千葉県議会議長、千葉県選挙管理委員会、千葉県代表監査委員、

　　　　　千葉県人事委員会、千葉海区漁業調整委員会、千葉県企業局長、千葉県病院局長）

　　　　　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１９条第６項に基づく

　　　　　特定事業行動計画の実施状況の公表及び同法第２１条に基づく女性の職業選択に資する情報公表」

図表52　男性の育児休業取得の義務化についての考え（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

本人又は配偶者が出産した

従業員の育児休業取得率

　県民意識調査において,男性の育児休業取得の義務化についての考えを聞いたところ、

『賛成（計）』が67.0％、『反対（計）』が16.2％となっており、『賛成（計）』が『反

対（計）』を大きく上回っています。

　性別でみると、『反対（計）』は男性が女性よりも7.9 ポイント高くなっています。
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図表53　男性の育児休業取得の義務化に賛成する理由・反対する理由（千葉県）

＜賛成＞ ｎ＝５０６（複数回答可）

件数 （％）

391 77.3

382 75.5

345 68.2

＜反対＞ ｎ＝１２３（複数回答可）

件数 （％）

100 81.3

53 43.1

42 34.1

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

（３）労働時間・有給休暇

図表54　常用労働者１人平均月間労働時間（千葉県）

資料出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査」

2

3

順位

　義務化すると、取りやすい雰囲気ができるから

1

　県民意識調査において、男性の育児休業取得の義務化に賛成する理由・反対する理由を

聞いたところ、賛成する理由は、「女性の子育てに対する負担が軽くなると思うから」が

77.3％で最も高く、次いで「子育ては夫婦で行うものだと思うから」が75.5％、「義務化

すると取りやすい雰囲気ができるから」が68.2％となっています。

　男性の育児休業取得の義務化に反対する理由は、「義務ではなく、夫婦の選択・判断で

行うべき」が81.3％で最も高く、次いで「同僚への負担が増えるから」が43.1％、「収入

が減少するから」が34.1％となっています。

同僚への負担が増えるから

1

2

3

　常用労働者の１人平均月間労働時間は、男女ともに減少傾向にあります。

　また、従業員の年次有給休暇の平均取得率は、「0～30％未満」が減少傾向となってい

ます。

反対する理由

収入が減少するから

　子育ては夫婦で行うものだと思うから

賛成する理由

　女性の子育てに対する負担が軽くなると思うから

順位
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図表55　従業員の年次有給休暇の平均取得率（千葉県）

資料出典：千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（令和4年1月）

４　ワーク・ライフ・バランスの実現(働き方の見直し）

（１）ワーク・ライフ・バランスの実現度

図表56　ワーク・ライフ・バランスの実現度（千葉県）

資料出典：千葉県「第61回県政に関する世論調査」（令和2年度）

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現度を調査したところ、「十分実

現できていると思う」（4.3%）と「どちらかといえば実現できていると思う」（32.2%）

を合わせた『実現できている（計）』が、36.5%となっています。一方、「どちらかとい

えば実現できていると思わない」（24.1%）と「全く実現できていると思わない」

（8.4%）を合わせた『実現できていると思わない（計）』が32.5%でした。
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（％）
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0～10％未満

平成29年度 令和元年度 令和3年度
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（２）仕事と家庭生活の両立のために必要と思う環境整備

図表57　仕事と家庭生活の両立のために必要と思う環境整備（千葉県）　　　　　　　

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、仕事と家庭生活の両立のために必要と思う環境整備を聞いたと

ころ、「男女が共に家事等の家庭的責任を負うという意識改革」が45.2％で最も高く、次

いで「男女が共に仕事と家庭を両立していくことに対する、職場・家族など周囲の理解が

あること」が37.7％、「地域や職場内の保育所、学童保育の整備、保育時間の延長など保

育内容を充実すること」が32.7％となっています。

　性別でみると、「管理職の意識、代替要員の確保など、制度を利用しやすい職場環境を

整備すること」は男性が女性よりも8.0 ポイント高くなっています。一方、「男女が共に

仕事と家庭を両立していくことに対する、職場・家族など周囲の理解があること」は女性

が男性よりも4.8 ポイント高くなっています。
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32.1

34.7

25.1

21.9
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2.6

0.3

2.3

2.0

0% 20% 40% 60%

男女が共に家事等の家庭的責任を負うという意識改革

男女が共に仕事と家庭を両立していくことに対する、

職場・家族など周囲の理解があること

地域や職場内の保育所、学童保育の整備、

保育時間の延長など保育内容を充実すること

育児・介護休業中の資金や手当などの

経済的支援を充実すること

管理職の意識、代替要員の確保など、

制度を利用しやすい職場環境を整備すること

在宅勤務やフレックスタイム制度など、柔軟な勤務制度

育児・介護休業を取得できる期間を延ばすなど、

制度を充実させること

パートタイマーなど非正規職員の労働条件を改善するこ

と

残業を減らすなど、年間労働時間を短縮すること

育児や介護による仕事への制約を理由とした昇進など

への不利益な取扱いの禁止

家事等に対する社会通念の変化

家事等の支援サービスの充実

ライフスタイルに対する女性の意識改革

その他

わからない

無回答

全体 ｎ=(756)

女性 ｎ=(401)

男性 ｎ=(343)
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図表58　有給休暇、育児・介護休業の取りやすさ（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、有給休暇、育児・介護休業の取りやすさを聞いたところ、『取

りやすい（計）』は、どの休暇・休業も女性社員・女性職員が男性社員・男性職員よりも

高くなっており、全体では、女性社員・女性職員は、「（ア）有給休暇」が51.2％、

「（イ）育児休業」が43.4％、「（ウ）介護休業」が30.8％、男性社員・男性職員は、

「（ア）有給休暇」が44.2％、「（イ）育児休業」が20.8％、「（ウ）介護休業」が

21.1％となっています。『取りにくい（計）』は、男性社員・男性職員の、「（イ）育児

休業」が34.1％、「（ウ）介護休業」が30.8％となっています。
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（３）ワーク・ライフ・バランスと少子高齢化

図表59　出生率低下の原因（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、出生率が低下している原因を聞いたところ、「結婚しない人が

増えた」が69.0％で最も高く、次いで「収入が低く自分の生活に精いっぱいで子供を持つ

余裕がない（子育てに経費が掛かる）」が60.1％、「女性が子育てと仕事を両立させる社

会的な仕組み（保育・勤務時間・休暇制度等）が整っていない」が42.9％となっていま

す。

　性別でみると、「出産・子育てに対する男性の理解・協力が足りず、女性の精神的・肉

体的負担が大きい」は女性が男性よりも7.0ポイント高く、「結婚しない人が増えた」も

女性が6.1ポイント、「女性の高学歴化や社会進出により結婚年齢が上昇した」も女性が

5.7ポイント高くなっています。一方、「収入が低く自分の生活に精いっぱいで子供を持

つ余裕がない（子育てに経費が掛かる）」、「楽をしたい、子育てが面倒という人が増え

た」は男性が女性よりも6.5ポイント高く、「男性が子育てと仕事を両立させる社会的な

仕組み（保育・勤務時間・休暇制度等が整っていない）」も男性が4.3ポイント高くなっ

ています。
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５　自営業者、家族従業者、起業家等に対する支援

（１）家族経営協定締結数の推移

図表60　家族経営協定締結数の推移（千葉県・全国）

※令和4年の千葉県の家族経営協定締結数の内訳：農業2,132、漁業1

資料出典：千葉県担い手支援課（各年3月31日現在）

資料出典：農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」（各年3月31日現在）

　千葉県の家族経営協定＊締結数は、年々増加しています。

＊家族で取り組む農業・漁業経営において、家族の話し合いに基づき経営方針や役割分

担、就業条件、就業環境（労働時間、報酬等）などについて取り決めたもの
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（２）経営者数及び女性起業数

図表61　男女別農業経営者数（千葉県・全国）

　（単位：人）

資料出典：農林水産省「2020年農林業センサス」（令和2年2月1日現在）

図表62　農林漁業関連起業活動において女性が主たる経営を担っている経営体数の推移（千葉県）

資料出典：千葉県担い手支援課（各年3月31日現在）

　「2020年農林業センサス」によると、千葉県の農業経営者に占める女性の割合は5.7％

（全国5.8％）となっています。

　また、担い手支援課の調査によると、地域産物を利用した加工品づくりや直売所での販

売、農家レストラン経営などの農林漁業関連起業活動で、女性が主たる経営を担っている

経営体数は、高齢化等により横ばい傾向にあります。その一方で、６次産業化の推進によ

り、経営の多角化を目指す動きがあります。
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６　女性の起業に関する考え方

図表63　女性の起業に関する考え方（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課｢男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　県民意識調査において、女性の起業に関する考え方を聞いたところ、「（ア）男性に比

べて女性は企業をしにくい環境がある」について、『そう思う（計）』は55.8％となって

います。

　また、「趣味や資格を生かし、好きな仕事ができる」について、『そう思う（計）』は

66.2％、「（カ）女性の潜在労働力を生かすことができ、雇用の拡大や社会の活力に資す

る」について『そう思う（計）』が71.8％となっています。
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（ア）男性に比べて女性は

起業をしにくい環境がある

（イ）資金、知識、人脈等が

不足している場合が多く 、

女性にはリスクが大きい

（ウ）時間を有効に使うことが

でき、子育て等家庭との

両立が図りやすい

（エ）趣味や資格を活かし、

好きな仕事ができる

（オ）生活者としての視点や、

地域資源を活かすことが

できる

（カ）女性の潜在労働力を

活かすことができ、雇用の

拡大や社会の活力に資する

n
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

７　女性の活躍についての考え

図表64　女性の活躍についての考え方(千葉県)

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

図表65　女性の活躍を推進した方がよい理由・推進しない方がよい理由（千葉県）［上位３項目］

〈賛成〉 ｎ＝６２６（複数回答可）

件数 （％）

498 79.6

408 65.2

328 52.4

〈反対〉 ｎ＝５０（複数回答可）

件数 （％）

31 62.0

21 42.0

17 34.0

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

2

3

　県民意識調査において、女性の活躍を推進をした方がよいと思うか聞いたところ、「そ

う思う（計）」が82.8％、「そう思わない（計）」が6.7％と、「そう思う（計）」が

「そう思わない（計）」を大きく上回っています。

　性別でみると、「そう思う（計）」は、男性が女性よりも2.3ポイント高くなっていま

す。

　県民意識調査によると、女性の活躍を推進した方がよい理由は、「女性の意見が反映さ

れることにより、多様な視点が加わり、新たな価値や商品サービスが創造される」が最も

高くなっています。

　推進しない方がよい理由は、「昇進等は、性別にかかわらず、能力に応じて行うべきで

ある」が最も高くなっています。

順位

1

　昇進等は、性別にかかわらず、能力に応じて行うべきである

　家事も立派な仕事であり、必ずしも外で働く必要はない

　今より仕事が優先され、家庭生活に支障を来すことが多くなる

　男女問わず活躍できるようになる2

3

順位

1

　人材・労働力の確保につながり、社会全体に活力を与えることができる

女性の活躍を推進しない方が良い理由

女性の活躍を推進した方が良い理由

　女性の意見が反映されることにより、多様な視点が加わり、新たな価

値や商品サービスが創造される

41.1 

37.9 

45.2 

41.7 

44.1 

39.1 

5.2 

5.0 

5.5 

1.5 

0.7 

2.0 

9.5 

11.0 

7.9 

1.1 

1.2 

0.3 

全体（756）

女性（401）

男性（343）

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない わからない 無回答

そう思わない（計）そう思う（計）
（％）ｎ
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表66　職場で仕事内容や待遇面の運用などで男性が優遇されていると思うこと（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

県民意識調査において、職場で仕事内容や待遇面の運用などで男性が優遇されていると思

うことを聞いたところ、「昇進、昇格・幹部役員への登用」が34.6％で最も高く、次いで

「賃金」が24.8％、「仕事の内容」が17.3％となっています。

   性別でみると、「採用」は男性が女性よりも7.0 ポイント高く、「配属先・転勤」も男

性が6.0 ポイント、「結婚・出産（育児休業）を機とした退職の勧奨がない」も男性が5.8

ポイント、「仕事の内容」も男性が5.7 ポイント高くなっています。一方、「昇進、昇

格・幹部役員への登用」は女性が男性よりも5.7 ポイント高く、「賃金」も女性が5.1 ポ

イント高くなっています。

34.6

24.8

17.3

13.0

11.5

10.3

10.0

5.8

5.0

5.5

5.0

1.0

30.3

8.3

10.5

37.6

27.5

14.3

14.3

8.5

10.6

6.3

2.6

4.2

3.2

4.8

1.6

32.8

4.8

11.1

31.9

22.4

20.0

11.9

14.3

10.0

13.3

8.6

5.7

7.6

5.2

0.5

28.1

11.4

10.0

0 10 20 30 40 50

昇進、昇格・幹部役員への登用

賃金

仕事の内容

能力評価

結婚・出産（育児休業）を機とした退職の推奨がない

企画会議などの意思決定の場への参画

採用

配属先・転勤

一定の年齢以上の退職の勧奨がない

時間外労働の負担

教育・研修

休暇等の取りやすさ

その他

特にない

無回答

全体(n=399)

女性(n=189)

男性(n=210)

（％）
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図表67　職場で仕事内容や待遇面の運用などで女性が優遇されていると思うこと（千葉県）

資料出典：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

 県民意識調査において、職場で仕事内容や待遇面の運用などで女性が優遇されていると

思うことを聞いたところ、「時間外労働の負担」が21.1％で最も高く、次いで「休暇等の

取りやすさ」が19.5％、「仕事の内容」が16.0％となっています。

   性別でみると、「時間外労働の負担」は男性が女性よりも16.8 ポイント高く、「休暇等

の取りやすさ」も男性が11.0 ポイント、「仕事の内容」も男性が9.4 ポイント高くなって

います。

21.1

19.5

16.0

11.5

8.3

4.0

2.3

1.8

1.8

1.8

1.0

0.5

38.1

8.5

11.3

12.2

13.8

11.1

6.9

7.4

0.5

0.5

1.6

0.5

0.0

0.5

0.0

47.6

8.5

11.1

29.0

24.8

20.5

15.7

9.0

7.1

3.8

1.9

2.9

3.3

1.4

1.0

29.5

8.6

11.4

0 10 20 30 40 50

時間外労働の負担

休暇等の取りやすさ

仕事の内容

配属先・転勤

結婚・出産（育児休業）を機とした退職の推奨がない

能力評価

採用

一定の年齢以上の退職の勧奨がない

賃金

昇進、昇格・幹部役員への登用

企画会議などの意思決定の場への参画

教育・研修

その他

特にない

無回答

全体(n=399)

女性(n=189)

男性(n=210)

（％）

42


